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臨時休業中の健康観察についてのお知らせ（お願い） 
 
 

発病早期発見は、感染拡大を防止するために大変重要です。また、学校を再開するにあたり、

児童生徒の健康状態を把握する必要があります。 
つきましては、健康観察票<児童生徒用>に合わせて、お子さまの健康観察をお願いいたします。 

記 
１．健康観察期間 
 ・令和２年３月３日（火）～令和２年３月１５日（日） 

 
２．家庭での健康観察の手順と注意事項 
（１）朝夕に体温計で測って、健康観察票にご記入ください。 

（例）朝：朝食後 
     夕：夕食後（入浴後・就寝前は避けてください） 
 
（２）次のような症状はないかチェックしてください。 
□発熱している（３７．５℃以上）  □せきがあるか     □息苦しさがあるか  

□鼻水鼻づまりがあるか       □のどの痛みがあるか  □頭痛があるか 

□下痢をしているか         □嘔吐があったか    □だるさがあるか 

 

※３７．５℃以上の発熱が４日続いたり、その他感染の疑いが（同居の家族を含む）あり、 

保健所等に連絡された場合、学校にもご連絡ください。 


